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教職員の懲戒処分について 

 

 

 教職員の懲戒処分を、令和５年３月２９日付けで下記のとおり行いました。 

 

記 

 

 ＜懲戒処分等の概要＞ 

○セクシュアル・ハラスメント 

被 処 分 者 県立高等学校 教諭（３４歳・男性） 

事案の概要 

令和３年６月頃から令和４年８月頃までの間、部活動の指導中に、女子

生徒１名に対してマッサージを行い、大腿部、下腿部及び腰部への接触を

４回にわたって繰り返した。 

処   分 停職 １月 

根 拠 法 規 地方公務員法第２９条第１項第１号、第２号及び第３号 

関係者の措置 校長 文書訓告 

 

○パワー・ハラスメント 

被 処 分 者 岐阜農林高等学校 実習教諭（５０歳・男性） 

事案の概要 

平成２５年度に、大垣養老高等学校において、男性職員Ａに対し、刃物

を接触させる行為や土下座を強要するなどの暴言を吐く行為を行ったほ

か、男性職員Ｂ及び男性職員Ｃの面前でかごを蹴るなどの行為を行った。 

平成２６年度に、岐阜農林高等学校において、女性職員Ｄ及び男性職員

Ｅに対し、土下座の強要などの暴言を吐く行為を行った。 

平成２６年度及び平成２７年度に、岐阜農林高等学校において、女性職

員Ｆに対し、大声で頻繁に叱責するなどの行為を行った。 

処   分 減給１／１０ ５月 

根 拠 法 規 地方公務員法第２９条第１項第１号、第２号及び第３号 

 


